
広
島
高
速
道
路
の
料
金
及
び
料
金
の
徴
収
期
間
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
変
更
す
る
の
で
、
道
路
整
備
特

別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
公
告
す
る
。 

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日 

広
島
高
速
道
路
公
社
理
事
長 

熊

谷

銳

一 

広
島
高
速
道
路
の
料
金
及
び
料
金
の
徴
収
期
間
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
十
二
日
国
道
高
第

二
百
四
十
六
号
を
も
っ
て
認
可
を
受
け
て
い
る
が
、
当
該
認
可
に
係
る
事
項
の
う
ち
「
三 

割
引
を
す
る

自
動
車
及
び
割
引
率
」
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

１
―
５ 

（
略
） 

６

障
害
者
割
引
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

ア

割
引
を
す
る
自
動
車 

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第

二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
交
付
さ
れ
て
い
る
身
体
障
害
者
手
帳
又
は
療
育

手
帳
制
度
要
綱
（
昭
和
四
十
八
年
九
月
二
十
七
日

厚
生
省
発
児
第
百
五
十
六
号
厚
生
事
務
次
官
通
知

「
療
育
手
帳
制
度
に
つ
い
て
」
別
紙
）
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
交
付
さ
れ
て
い
る
療
育
手
帳
（
以

下
「
手
帳
」
と
い
う
。
）
に
、
社
会
福
祉
法
（
昭

和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
十
四
条
に
基

づ
く
福
祉
に
関
す
る
事
務
所
（
市
町
村
及
び
特
別

区
が
設
置
し
た
も
の
に
限
る
。
）
若
し
く
は
当
該

事
務
所
を
設
置
し
て
い
な
い
町
村
又
は
広
島
高
速

道
路
公
社
及
び
他
の
有
料
道
路
事
業
者
が
共
同
で

設
け
る
申
込
窓
口
に
お
い
て
、
次
の
①
又
は
②
の

要
件
を
満
た
す
も
の
と
し
て
、
広
島
高
速
道
路
公

社
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
事
前
に
自
動
車

登
録
番
号
又
は
車
両
番
号
等
必
要
事
項
の
記
載
の

手
続
き
が
な
さ
れ
た
自
動
車
。 

①

（
略
） 

改

正

後

１
―
５ 

（
略
） 

６

障
害
者
割
引
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

ア

割
引
を
す
る
自
動
車 

社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五

号
）
第
十
四
条
に
基
づ
く
福
祉
に
関
す
る
事
務
所

（
市
町
村
及
び
特
別
区
が
設
置
し
た
も
の
に
限

る
。
）
又
は
当
該
事
務
所
を
設
置
し
て
い
な
い
町

村
に
お
い
て
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十

四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
て
い
る
身
体
障
害
者
手

帳
又
は
療
育
手
帳
制
度
要
綱
（
昭
和
四
十
八
年
九

月
二
十
七
日
厚
生
省
発
児
第
百
五
十
六
号
厚
生
事

務
次
官
通
知
「
療
育
手
帳
制
度
に
つ
い
て
」
別
紙

）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
交
付
を
受
け
て
い
る

療
育
手
帳
（
以
下
「
手
帳
」
と
い
う
。
）
に
、
次

の
①
又
は
②
の
要
件
を
満
た
す
も
の
と
し
て
、
広

島
高
速
道
路
公
社
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

事
前
に
自
動
車
登
録
番
号
又
は
車
両
番
号
等
必
要

事
項
の
記
載
の
手
続
き
が
な
さ
れ
た
自
動
車
。 

①

（
略
） 

改

正

前



② 

手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
、
重
度

の
障
害
を
持
つ
者
と
し
て
身
体
障
害
者
福
祉
法

施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号

）
別
表
第
五
号
に
定
め
る
障
害
の
等
級
又
は
「
療

育
手
帳
制
度
の
実
施
に
つ
い
て
（
昭
和
四
十
八
年

九
月
二
十
七
日
児
発
第
七
百
二
十
五
号
厚
生
省

児
童
家
庭
局
長
通
知
）
」
の
第
三
に
定
め
る
障
害

の
程
度
に
基
づ
き
広
島
高
速
道
路
公
社
が
別
に

定
め
る
者
（
以
下
「
重
度
障
害
者
」
と
い
う
。
）

が
手
帳
を
携
行
し
て
乗
車
し
、
そ
の
移
動
の
た
め

に
本
人
以
外
の
者
が
運
転
す
る
自
動
車
の
う
ち

日
常
生
活
の
用
に
供
さ
れ
、
当
該
重
度
障
害
者
又

は
そ
の
親
族
等
が
所
有
す
る
（
こ
れ
ら
の
者
が
こ

れ
ら
の
自
動
車
を
所
有
し
て
い
な
い
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当
該
重
度
障
害
者
を
継
続
し
て
日
常
的

に
介
護
し
て
い
る
者
が
所
有
す
る
）
自
動
車
（
営

業
用
の
自
動
車
を
除
く
。
）
で
広
島
高
速
道
路
公

社
が
別
に
定
め
る
も
の
。 

な
お
、
前
記
自
動
車
が
Ｅ
Ｔ
Ｃ
シ
ス
テ
ム
を
使

用
し
て
無
線
通
信
に
よ
り
料
金
所
を
通
行
し
、
料

金
の
納
付
を
行
お
う
と
す
る
場
合
は
、
広
島
高
速

道
路
公
社
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
事
前

に
登
録
が
な
さ
れ
た
Ｅ
Ｔ
Ｃ
カ
ー
ド
と
車
載
器

を
と
も
に
使
用
す
る
場
合
に
限
る
。 

ま
た
、
前
記
①
又
は
②
の
要
件
を
満
た
す
自
動

車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
も
、
広
島
高
速
道
路

公
社
が
別
に
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
広
島
高

速
道
路
公
社
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
本

割
引
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該

自
動
車
が
Ｅ
Ｔ
Ｃ
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
無
線

通
信
に
よ
り
料
金
所
を
通
行
し
、
料
金
の
納
付
を

行
お
う
と
す
る
場
合
は
、
広
島
高
速
道
路
公
社
が

別
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
通
行
す
る
場
合
に
限

る
。 

イ

割
引
率 

（
略
） 

② 

手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
、重
度

の
障
害
を
持
つ
者
と
し
て
身
体
障
害
者
福
祉
法

施
行
規
則（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号

）
別
表
第
五
号
に
定
め
る
障
害
の
等
級
又
は
「
療

育
手
帳
制
度
の
実
施
に
つ
い
て（
昭
和
四
十
八
年

九
月
二
十
七
日
児
発
第
七
百
二
十
五
号
厚
生
省

児
童
家
庭
局
長
通
知
）
」
の
第
三
に
定
め
る
障
害

の
程
度
に
基
づ
き
広
島
高
速
道
路
公
社
が
別
に

定
め
る
者
（
以
下
「
重
度
障
害
者
」
と
い
う
。
）

が
手
帳
を
携
行
し
て
乗
車
し
、そ
の
移
動
の
た
め

に
本
人
以
外
の
者
が
運
転
す
る
自
動
車
の
う
ち

日
常
生
活
の
用
に
供
さ
れ
、当
該
重
度
障
害
者
又

は
そ
の
親
族
等
が
所
有
す
る（
こ
れ
ら
の
者
が
こ

れ
ら
の
自
動
車
を
所
有
し
て
い
な
い
場
合
に
あ

っ
て
は
、当
該
重
度
障
害
者
を
継
続
し
て
日
常
的

に
介
護
し
て
い
る
者
が
所
有
す
る
）
自
動
車
（
営

業
用
の
自
動
車
を
除
く
。
）
で
広
島
高
速
道
路
公

社
が
別
に
定
め
る
も
の
。 

な
お
、
前
記
自
動
車
が
Ｅ
Ｔ
Ｃ
シ
ス
テ
ム
を
使

用
し
て
無
線
通
信
に
よ
り
料
金
所
を
通
行
し
、
料

金
の
納
付
を
行
お
う
と
す
る
場
合
は
、
広
島
高
速

道
路
公
社
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
事
前

に
登
録
が
な
さ
れ
た
Ｅ
Ｔ
Ｃ
カ
ー
ド
と
車
載
器

を
と
も
に
使
用
す
る
場
合
に
限
る
。 

イ

割
引
率 

（
略
） 



 

 

                   ７ 

（
略
） 

８ 

割
引
相
互
間
の
適
用
関
係 

 

ア 

障
害
者
割
引
を
受
け
る
自
動
車
は
、
Ｅ
Ｔ
Ｃ
乗
継

割
引
及
び
マ
イ
レ
ー
ジ
割
引
に
限
り
、
割
引
を
重
複

し
て
適
用
で
き
る
も
の
と
し
、
マ
イ
レ
ー
ジ
割
引
に

つ
い
て
は
、
障
害
者
割
引
を
適
用
し
た
後
の
金
額
に

対
し
て
当
該
マ
イ
レ
ー
ジ
割
引
を
適
用
し
、
Ｅ
Ｔ
Ｃ

乗
継
割
引
に
つ
い
て
は
、
当
該
Ｅ
Ｔ
Ｃ
乗
継
割
引
後

の
金
額
に
障
害
者
割
引
を
適
用
す
る
。 

 

イ 

Ｅ
Ｔ
Ｃ
路
線
バ
ス
割
引
を
受
け
る
自
動
車 

は
、

Ｅ
Ｔ
Ｃ
乗
継
割
引
に
限
り
、
割
引
を
重
複
し
て
適
用

で
き
る
も
の
と
し
、
Ｅ
Ｔ
Ｃ
乗
継
割
引
後
の
金
額
に

Ｅ
Ｔ
Ｃ
路
線
バ
ス
割
引
を
適
用
す
る
。 

 

ウ 

Ｅ
Ｔ
Ｃ
乗
継
割
引
、
Ｅ
Ｔ
Ｃ
時
間
帯
割
引
、
マ
イ

レ
ー
ジ
割
引
及
び
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
カ
ー
ド
割
引
の

相
互
間
の
重
複
適
用
関
係
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。 

８ 

（
略
） 

９ 

割
引
相
互
間
の
適
用
関
係 

ア 

障
害
者
割
引
を
受
け
る
自
動
車
は
、
Ｅ
Ｔ
Ｃ
乗
継

割
引
、
マ
イ
レ
ー
ジ
割
引
及
び
Ｅ
Ｔ
Ｃ
前
納
割
引
に

限
り
、
割
引
を
重
複
し
て
適
用
で
き
る
も
の
と
し
、

マ
イ
レ
ー
ジ
割
引
及
び
Ｅ
Ｔ
Ｃ
前
納
割
引
に
つ
い

て
は
、
障
害
者
割
引
を
適
用
し
た
後
の
金
額
に
対
し

て
こ
れ
ら
の
割
引
を
適
用
し
、
Ｅ
Ｔ
Ｃ
乗
継
割
引
に

つ
い
て
は
、
当
該
Ｅ
Ｔ
Ｃ
乗
継
割
引
後
の
金
額
に
障

害
者
割
引
を
適
用
す
る
。 

 

イ 

Ｅ
Ｔ
Ｃ
路
線
バ
ス
割
引
を
受
け
る
自
動
車
は
、 

 

Ｅ
Ｔ
Ｃ
乗
継
割
引
に
限
り
、
割
引
を
重
複
し
て
適
用

で
き
る
も
の
と
し
、
Ｅ
Ｔ
Ｃ
乗
継
割
引
後
の
金
額
に

Ｅ
Ｔ
Ｃ
路
線
バ
ス
割
引
を
適
用
す
る
。 

 

ウ 

Ｅ
Ｔ
Ｃ
乗
継
割
引
、
Ｅ
Ｔ
Ｃ
時
間
帯
割
引
、
マ
イ

レ
ー
ジ
割
引
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
カ
ー
ド
割
引
及
び
Ｅ

Ｔ
Ｃ
前
納
割
引
の
相
互
間
の
重
複
適
用
関
係
に
つ

い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 
  ７ 

Ｅ
Ｔ
Ｃ
前
納
割
引
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。 

ア 

割
引
を
す
る
自
動
車 

 
 
 

Ｅ
Ｔ
Ｃ
カ
ー
ド
（
東
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
、

首
都
高
速
道
路
株
式
会
社
、
中
日
本
高
速
道
路
株
式

会
社
、
西
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
及
び
阪
神
高
速

道
路
株
式
会
社
が
定
め
る
「
ハ
イ
カ･

前
払
」
残
高

管
理
サ
ー
ビ
ス
利
用
約
款
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
車
載
器
と
と
も
に
本
割
引
の
適
用
を
受
け
る
た

め
の
登
録
及
び
料
金
の
前
払
い
が
な
さ
れ
て
い
る

場
合
に
限
る
。
）
を
使
用
し
て
料
金
の
納
付
を
行
お

う
と
す
る
利
用
者
の
自
動
車
。 

 

イ 

割
引
率 

 

次
の
割
引
率
を
適
用
す
る
。 

一
〇
、
〇
〇
〇
円 

五
〇
、
〇
〇
〇
円 

前 

払 

金 

一
〇
、
五
〇
〇
円 

五
八
、
〇
〇
〇
円 

利
用
可
能
額 

約
五
％ 

約
一
四
％ 

割  

引  

率 

  



二

実
施
期
日 

 

こ
の
料
金
及
び
料
金
の
徴
収
期
間
に
か
か
る
申
請
事
項
は
、
令
和
五
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
実
施
す
る
も 

の
と
し
、
そ
れ
ま
で
の
間
は
従
前
の
と
お
り
と
す
る
。 

②
重
複
適
用
の
順
序

①

重
複
適
用
の
有
無 

三 二 一

適
用
順
序 

コ
ー
ポ
レ
ー

ト
カ
ー
ド
割

引

マ
イ
レ
ー
ジ 

割
引 

Ｅ
Ｔ
Ｃ
時
間

帯
割
引 

マ
イ
レ
ー
ジ
割
引
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
カ
ー
ド
割
引 

Ｅ
Ｔ
Ｃ
時
間
帯
割
引 

Ｅ
Ｔ
Ｃ
乗
継
割
引 

割
引
の
種
類 

○ ○ ○

Ｅ
Ｔ
Ｃ
乗
継

割
引 

○ ○

Ｅ
Ｔ
Ｃ
時
間

帯
割
引 

○
・
・
・
適
用
あ
り 

×

・
・
・
適
用
な
し 

×
 

マ
イ
レ
ー
ジ 

割
引 

②

重
複
適
用
の
順
序

①

重
複
適
用
の
有
無 

三 二 一

適
用
順
序 

Ｅ
Ｔ
Ｃ
前
納

割
引 

コ
ー
ポ
レ
ー

ト
カ
ー
ド
割

引

マ
イ
レ
ー
ジ

割
引 

Ｅ
Ｔ
Ｃ
時
間

帯
割
引 

マ
イ
レ
ー
ジ
割
引
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
カ
ー
ド
割

引
、
Ｅ
Ｔ
Ｃ
前
納
割
引 

Ｅ
Ｔ
Ｃ
時
間
帯
割
引 

Ｅ
Ｔ
Ｃ
乗
継
割
引 

割
引
の
種
類 

○ ○ ○ ○

Ｅ
Ｔ
Ｃ
乗
継

割
引 

○ ○ ○

Ｅ
Ｔ
Ｃ
時
間

帯
割
引 

○
・
・
・
適
用
あ
り 

×

・
・
・
適
用
な
し 

×
 

×
 

マ
イ
レ
ー
ジ 

割
引 

×
 

コ
ー
ポ
レ
ー

ト
カ
ー
ド
割

引


